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１．研究計画の概要 
(1)  会社法の改正を受けて可能となった

Ｍ&Ａ等の法人取得取引や法人組織再編取引

さらには買収防衛取引に関しては、整合性を

持った中立的な課税制度の構築が必要であ

ると思われる。その中で、特に本研究は、類

似の経済的結果に到達するために、以前にも

増して複数の取引方法が認められるように

なった現状に鑑みて、取引形態の違いにもか

かわらず、中立的な課税を担保するための方

法について考察し、一定の結論に到達するこ

とを目的とする。  

(2)  具体的には、現行法の解釈によって出

てくる結果が中立的であるかどうかをまず

検討し、もしそれで妥当といえる結論が得ら

れなかった場合、立法論にまでを展開する。  
 
 
２．研究の進捗状況 
(1) 本研究では、複雑化したＭ＆Ａ取引に

対応できるような税制を考えるにあたり、組

織再編成を中心に検討を進めてきた。個別的

には、文献購読、アメリカ法を中心としたデ

ータ・ベースによる資料収集、国内外の法律

事務所、会計事務所および中央官庁の訪問と

そこでの専門家との意見交換、アメリカにお

けるロー・スクールの教授等へのインタビュ

ー、そして、ある程度考えがまとまった段階

での研究報告等を通して、結果として、研究

論文 6件、学会等での発表 4件（うち外国に

おけるもの 3 件）、図書 4 件の研究成果を公

表した。 

(2) 具体的には、まず、シャウプ勧告とアメ

リカを参照しつつ法実現主義に関する検討

を行った。そこでは、わが国にも実現という

概念を導入することで、これまで問題となっ

ていた譲渡であるかどうかという議論が整

理できる可能性を示唆した。続いて、日米の

組織再編税制における適格要件の比較をし

た。アメリカ法には、（日本にはある）事業

関連性要件、事業規模要件および役員引継要

件が存在しないが、そのことの示す意味につ

いて、立法論的な考察を行った。特に、三角

合併については、事業関連性要件の存在意義

が問われるように思えた。また、100％株式

保有というグループ要件が、日本法の特色で

あることを指摘したが、それは平成 22 年度

改正におけるグループ法人税制到来を予測

することにつながった。さらに、アメリカ法

との比較に関しては、非適格資産(boot)に関
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する税制のあり方についても検討を行い、

2010 年度および 2011 年度のオバマ政権にお

ける改正提案に示唆を求めた。 
 
 
３．現在までの達成度 
 ②おおむね順調に進展している。 
（理由） 
 前述の文献購読、データ・ベースによる資

料収集、専門家との意見交換、インタビュー

はどれも当初の計画通りに進んでいる。ただ

し、平成 22 年度改正によって導入されたグ

ループ法人税制については、本研究の計画立

案当時には存在しなかった制度であり、今後

の検討課題に含める必要があると考える。 
 
 

４．今後の研究の推進方策 

研究計画はおおむね順調に進展している

ため大きな変更は考えていないが、上述のよ

うに、今後は、グループ法人税制の検討を対

象に含める必要がある。また、国境を越えた

取引の増大とその重要性に鑑みて、国際税法

に関するリサーチに少し重点を置く必要性

があるかもしれないと感じている。 
 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
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